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１１１１    趣趣趣趣        旨旨旨旨    

 女性に対する暴力は、性犯罪、売買春、家庭内暴力、セクシュアル・ハ

ラスメントなど様々な形態があり、基本的人権の重大な侵害であるにもか

かわらず、密接関係者間で行われる特殊性や被害申告への抵抗感などから

潜在化しやすい傾向にあります。配偶者等や交際相手からの暴力もまた重

大な人権侵害であり、男女が平等でお互いを尊重し、対等な関係づくりを

進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。 

県では「いわて男女共同参画プラン」（計画期間：平成 28 年度～32 年

度）の施策の基本的方向のひとつに「女性に対する暴力の根絶と女性の健

康支援」を掲げているほか、配偶者等や交際相手からの暴力の防止につい

ては、平成 28 年 3 月に新しい「いわて配偶者暴力防止対策推進計画」（計

画期間：平成 28～32 年度）を策定し、①暴力の防止に向けた教育・啓発

の促進、②相談・保護体制の充実、③被害者の自立支援、④関係機関の協

力・連携の４つを施策の基本的方向と位置づけ、さまざまな取組を進めて

いるところです。 

特にも、内閣府において、毎年 11 月 12 日から 25 日（女性に対する暴

力撤廃国際日）までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めてい

ることから、県ではその機会を捉えて、配偶者等や交際相手からの暴力防

止に関する普及・啓発活動等を重点的に行うこととしています。 

このようなことから平成 28 年度は、下記取組を通じ、女性に対する暴

力の根絶、配偶者等や交際相手からの暴力防止に対する県民の意識啓発を

図っていきます。 

 

２２２２    実施期間実施期間実施期間実施期間    

 平成 28 年 11 月８日（火）から 11 月 25 日（金）まで 

 

３３３３    主主主主        催催催催   

岩手県、岩手県男女共同参画センター 

 

４４４４    実施事項実施事項実施事項実施事項    

 (1) ＤＶ防止啓発パネル展の実施  

   ① 期日 平成 28 年 11 月 14 日（月）～平成 28 年 11 月 25 日（金） 

   ② 場所 県庁１階 県民室 

   ③ 内容 「許されない人権侵害行為 ドメスティック・バイオレン

ス（男女センター作成）」パネル及び「女性に対する暴力

をなくす運動」等のポスターの掲示、パープル＆オレンジ

リボンツリーの展示等 

※ パープルリボンは女性への暴力防止のシンボルです。 

※ オレンジリボンは児童虐待防止のシンボルです。 

参考資料２  



 

 (2) パープル・ライトアップの実施 

   ① 期日 夜間、期間調整中 

   ② 場所 いわて県民情報交流センター（愛称：アイーナ） 

   ③ 内容 アイーナ正面を女性への暴力防止、ＤＶ根絶のシンボルで

ある紫色にライトアップする。 

(3)  「いわてＤＶ防止基礎セミナー」の実施 

   ① 期日 調整中 

   ② 場所 調整中 

   ③ 内容 一般県民を対象とした、ＤＶに関する基礎知識の普及・啓

発セミナー 

 (4) 県警音楽隊の協力によるミニコンサートの実施 

① 期日 平成 28 年 11 月８日（火） 

② 場所 イオンモール盛岡イーハトーブ広場 

③ 内容 県警音楽隊によるミニコンサートとＤＶ防止啓発に関す

る寸劇、パネル展示、来場者への啓発物品の配布等 

 (5) パープルリボン運動の実施 

   ① 期日 平成 28 年 11 月 14 日（月）から 11 月 25 日（金）まで 

   ② 内容 岩手県環境生活部職員他によるパープルリボンの着用 

 (6) 県の広報媒体等を活用した広報・啓発 

   ① 期日 11 月 

② 内容 ツイッター、フェイスブック、ラジオによる広報・啓発 

 

 

５５５５    協賛事業の実施協賛事業の実施協賛事業の実施協賛事業の実施     

  県内市町村及び民間団体等に呼びかけ、一体となった取組みを行うもの

とします。 


